
【防災・減災の取り組みの総合的な推進】

「日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法」の公布・施行（平
成１７年９月）、また、同法に基づく推進地域の指定及び推進計画作成（平成１８年９月）に加えて、平成１６
年１２月発生したスマトラ沖地震による津波被害を契機として、専門家のアドバイスを頂きながら、今後概ね
５年以内に緊急的に取り組む対策として、「アクションプラン」を作成しました。

本プランは、北海道内の被害想定や地域特性等を踏まえ、人的被害の最小化を目指して、迅速かつ的確
な避難を支援、冬期「積雪寒冷」対策、選択と集中による施設整備を行うことを基本方針とし、２１施策を実施
します。

北海道開発局 地震津波対策アクションプラン

河川海岸利用者への適切な情報提

供により、避難中の住民の支援や迅速
な避難行動につながるよう、河川情報
表示板の内容の充実、スピーカーの設
置等を実施。

迅速かつ的確な避難を支援
河川海岸利用者への適切な地震津波情報の提供

代表の「道の駅」において、一時的な避
難場所として利用できるよう、防災拠点化
について協議を進めるとともに、「冬期使
用」も念頭においた整備支援を進めてい
く。長期的には総合的な防災拠点として
整備を推進する。

冬期「積雪寒冷」対策
「道の駅」の防災拠点化

津波来襲により船舶や車両等が漂流物となることから、寄
せ波時には衝突被害を防ぎ、また引き波時には漂流物が
海側へ流出するのを防ぐ津波漂流物対策施設の整備検討
を推進していく

津波漂流物対策施設津波漂流物対策施設
((イメージ図イメージ図))

地震津波アクションプラン 施策イメージ

選択と集中による施設整備
港湾・漁港における漂流物対策の推進

施策イメージ図施策イメージ図

第３章 時代のニーズに応じた効果的・効率的な事業の展開



防災資機材情報の共有

河川・道路等の施設管理者および市町村を含めた各防災関係機関が保有する資機材は、個々の機
関が独自に調書等で管理しており、関係機関相互の情報共有が必ずしも十分なされていない場合が見
受けられました。
このことから、各防災関係機関が保有する防災用資機材の種別、規格、数量等をデータベース化し、

情報共有することにより、災害時における資機材貸与の手段等の迅速化を図り、災害予防及び災害応
急対策に資することを目的として、防災資機材保有状況閲覧システムを構築しました。
現在、本システムについては、北海道内の市町村も含めた各防災機関においてＣＤ版で運用されてお

り、今後、防災情報共有システムへの組み込みに向けたシステム改良を進めます。

【防災・減災の取り組みの総合的な推進】

開発局
○○事務所

土現
○○出張所

○○警察署

○○消防署

○○町役場
開発局

△△事務所

土現
□□出張所

◇◇町役場資機材の有無の確認や要請に遅れが発生？
被災地への資機材貸与が遅れる？
その他災害情報の連絡の遅れが発生？

土現○○出張所

▽▽町役場
資機材保有状況は？
連絡先は？
早く連絡しないと・・・

○○町役場

バリケ－ド？標識類？
倉庫を確認しないと・・・

？？

？？
土のうはあった
かなぁ・・・

■■ ■■ 従来の運用従来の運用 ■■ ■■

資機材の「有無から
貸与要請」まで確認

電話による伝達

電話による伝達

土現
◇◇出張所

自席のPC

資機材確認Ok！
すぐに電話で要請だ！

！！ 資機材の
貸与要請だ！

！！

開発局
▽▽事務所

！！ 資機材の
貸与要請だ！

■■ ■■ これからはこれからは((防災資機材防災資機材保有状況保有状況閲覧システムの閲覧システムの運用運用)) ■■ ■■

○○町役場

電話による貸与要請

電話による貸与要請

迅速な災害対応が可能迅速な災害対応が可能

メニュー画面

管内図

周辺拡大図
資機材一覧

いずれの機関も閲覧が可能
被災現場への円滑な資機材貸与が可能

迅速な災害対応への影響が懸念迅速な災害対応への影響が懸念
他管理者でも



【事業効果を高めるための事業間連携の強化】

河川改修と水産基盤整備との連携による一体的な堤防の整備

　湧別川河口右岸には湧別漁港があり、背後に湧別市街地を抱えながらも堤防が整備されておらず、
平成１０年９月、平成１８年１０月の出水では河川の氾濫による浸水被害が発生しました。

　このため、北海道が実施する湧別漁港水産基盤整備事業と連携し、漁港の移転と河川堤防の整備
を一体的に実施し、流下能力向上による洪水時の浸水被害の軽減を図ります。

　これにより、北海道で行う旧漁港の埋め戻し箇所を漁港環境用地して、湧別町による公園整備に活
用が可能となります。また、両事業が隣接して同時に施行することにより、仮設費等のコスト縮減が可
能となります。

　　　　　　　　湧別川河口部河川改修事業と湧別漁港広域漁港整備事業の連携

湧別川改修事業（開発局）
・特殊堤工
・築堤工（標準堤）
・高水護岸工
・旧漁港埋戻
・締切矢板護岸
・仮設工

湧別漁港水産基盤整備事業
（北海道）
・旧漁港施設撤去
・旧漁港埋戻

・新漁港の防波堤を河川の

特殊堤施工高に合わせて
施工

・旧漁港埋立を同時に施工

・堤防の一体的整備による
流下能力の向上、浸水被
害の軽減

・同時施工による仮設費等
のコストの縮減

・旧漁港の埋め戻し箇所を
公園として有効利用が可
能に



【既存ストックの有効活用】

既設ダム堤体及びダム貯水池を活かしたダム再開発

－ 幾春別川総合開発事業 －

幾春別川総合開発事業（三笠市）は、ダム下流域の被害軽減、河川環境等の保全、既得用水の補給、水道
用水の供給及び発電を目的とした事業です。

本事業では、現桂沢ダムの洪水調節機能等の向上を図るため、現ダムを嵩上げして建設することにより、
既設ダム堤体及びダム貯水池の有効活用が可能となり、建設コスト縮減、自然環境に与える負荷の軽減を
図っています。

森林伐採部の最小化

原石山の再度利用

堤体部地山掘削の最小化

桂沢ダムの嵩上げ

新桂沢ダム断面図

ダム諸元
【新桂沢ダム】

・型式 重力式コンクリートダム

・堤高 75.5m

（現ダムより1１.９ｍの嵩上げ）

・堤頂長 406.5m

・堤体積 ６46,000m3

（現ダムより２９６,000m3の増）

・総貯水量

１４７,３00,000m3

（現ダムより ５４,６00,000m3 の増）
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ム
高
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.5新設ダム

(嵩上げ)

現ダム

新桂沢ダム

月形町

当別町

美唄市

三笠市

岩見沢市

幾春別川
新篠津村

三笠ぽんべつダム

札幌

旭川

石
狩
川

幾春別川

幾春別川総合
開発事業



建設年度が古く、近年老朽化が進んでいる港湾施設の点検を行い、ライフサイクルコスト
の低減や施設の安全性向上を図るため、適時適切な改良工事等により既存施設の延命化を図
ります。

港湾施設の延命化

【既存ストックの有効活用】

岸壁の補修

経年劣化により機能低下した岸壁・防波堤

効
用
・
性
能

供用期間

標準的供用限界

当初のライフサイクル

　　　対策なし

　　　今回の改良工事
改良工事

施設の延命化

　供用限界まで対策を講じない場合、

当初の性能への復旧に大きな費用が

必要

年

適時適切な改良工事の実施によるライフサイクルコストの削減

施設機能の回復・向上
及び延命化を図る



【既存ストックの有効活用】

農業生産の基礎となる基幹的な農業水利ストックを効率的に更新・保全管理を推進

現 状 課 題

基幹的な農業水利施設を巡る現状と課題

◎効率的な施設機能の維持確保

◎施設の全面改修から、機能診断に
基づく保全整備へ転換

◎膨大な農業水利ストックの蓄積

◎耐用年数を迎える施設の増大

国営土地改良事業等により造成された基幹的な農業水利施設は、ダム、頭首工、

用排水機場等が北海道で約６００箇所（全国約７，０００箇所）、農業用用排水路が
約９千ｋｍ（全国約４万５千ｋｍ）にのぼっており、安定的な食料供給に欠かせない

基幹的な農業水利ストックは、今後、順次更新時期を迎えるため、適正な機能診

断を行い、施設の長寿命化・有効活用を図ることが不可欠となっています。

　　　 　

建設 更新

施

設

機

能

高

低

施設の長寿命化

耐用年数の延伸

事後保全　：　施設の故障が致命的になってから整備更新を実施
予防保全　：　施設の故障が致命的になる前に適切な補修を実施

更新

（事後保全）

Ａ
ｃ

ａ
ｂ

　機能診断
　予防保全

　機能診断
　予防保全

　機能診断
　予防保全

時　間　経　過

※保全に必要な費用の比較

　　　　　　Ａ　　≧　 ａ＋ｂ＋ｃ

　　　 （事後保全） 　 （ 予防保全 ）

ストックマネジメント（長寿命化）のイメージ

19.1%

10.1%

15.1%

資料：「基幹水利施設整備状況調査」（Ｈ７．３）及び補足調査を参考に推計
（Ｈ１４年３月現在）

基幹水利施設

末端水利施設

合計

全国

13.6兆円

10.9兆円

24.5兆円

北海道 北海道シェア

3.7兆円

2.6兆円

1.1兆円

北海道における農業水利施設ストック額

農業水利ストックの長寿命化とライフサイクルコストの低減

整備前の除塵機 整備後の除塵機

社会資本ストックとなっています。



河川の浚渫土の他事業での利用
－ 十勝川浚渫土の農地防災事業での利用等 －

十勝川下流部では、流下能力不足を解消するため、昭和４０年度より計画的な浚渫を実施しています。
この河道浚渫に伴う多量の発生土を周辺低平農地で実施している国営総合農地防災事業の基盤盛土と
して有効活用することにより、双方の事業においてコストの縮減を図っています。

【コスト縮減の推進】

置土箇所整備前後

農業連携事業の流れ（浚渫から置土まで）

浚渫は現況流下能力不足の解消を目的に実施 浚渫は現況流下能力不足の解消を目的に実施

浚渫により発生する浚渫残土の
処理（置き地）が必要

【国営総合農地防災事業】
低平農地の過湿対策及び湛水対
策等に砂質土が必要

浚渫土砂の効率的なリサイクル
（連携事業によるコスト縮減）

十勝川



堤防除草刈草、ダムの流木の有効活用

　堤防の除草は、堤防の機能維持、変状箇所の早期発見等のため河川管理上必要かつ重要です。堤防除草に
より毎年発生する刈草を有効利用し、処理コストを縮減し、環境への負荷を減らします。
　各ダムで毎年発生する流木については、チップ化し園路整備に、粉砕し牧場の敷料に、炭化処理し水質浄化
材に利用するなど、資源の有効利用に取り組んでいます。

炭化させ水質浄化材として利用

（札内川ダム）

公園内の園路の舗装材として利用

（漁 川ダム等）

堆肥化して利用

（札内川ダム）

【地球環境の保全と循環型社会の構築】

除草作業状況

刈り取り後
集草・運搬

ダム湖に集積した流木

リンゴ園にて地表温度の上昇防止や
落下時の緩衝材として活用

（石狩川下流）

堆肥材料として
町の堆肥施設へ提供

（後 志 利 別 川等）

牧草や敷料として
地域農家へ無料配布

（釧路川等）
しり べし としべつがわ く し ろ がわ

いざり がわ

さつないがわ さつないがわ



【地域住民との協働・連携】

シーニックバイウェイ北海道の展開

みちをきっかけに地域住民と行政とが連携し、景観をはじめとした地域資源の保全・改善の取組を進
めることにより「美しい景観づくり」、「活力ある地域づくり」、「魅力ある観光空間づくり」を図る「シーニッ
クバイウェイ北海道」を平成１７年度より全道で本格的に展開しています。

これまでに６ルートがシーニックバイウェイルートに指定され、３ルートが候補ルートに指定されており、
安全快適な観光空間の提供と、美しく、個性的な北海道の実現を目指します。

§ルート箇所図§§シーニックバイウェイ北海道の概要§

美しい景観づくり 活力ある地域づくり

魅力ある観光空間づくり

▲屋外広告物の撤去
▲清掃活動による

沿道景観の維持管理

▲視点場の整備 ▲冬の観光メニューの創出

行政の取り組み例

▲道路付属物の修景

▲ワークショップの開催 ▲ボランティアガイドの育成

2 3

6
2

3

0

2

4

6

8

10

H15,16 H17 H18.11

候補ルート

指定ルート

38
72

133
37

96

0
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100
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H15,16 H17 H18.11

▲シーニックバイウェイ北海道のルート数 ▲シーニックバイウェイ北海道に関する活動団体数



【地域住民等との協働・連携】 
 
 
 

地域マリンビジョンと連携した効果的な水産基盤整備 

北海道開発局では、漁港や漁村の将来像を示した北海道マリンビジョン２１の具現化のために、地域

の様々な協働によって地域主体で取り組んでいる地域マリンビジョンに対し、実現のための支援を行っ

ています。地域マリンビジョンには、漁港を有効活用して水産振興や地域活性化する内容が盛り込まれ

ており、地域マリンビジョンと水産基盤整備を連携させることによって相乗効果が期待されます。 
 

 

 

○ 登別漁港の衛生管理強化の推進 
（国：漁港整備、漁協：市場整備・ソフト対策） 

○ 登別漁港で陸揚げされた水産物のＰＲ 
（地域マリンビジョン協議会） 

地域ブランドの基
礎的な基盤となる
漁港の衛生管理強
化のための漁港整
備（国）と荷捌き所
（漁協）整備を事業
間連携を行いつつ
一体的に整備 

マリンビジョ

ン協議会の議

論風景 

マリンビジョン協議会
メンバーによって、地域
水産物のブランド化の
第一歩となる鮮魚の直
売が始まる 

登別漁港における地域マリンビジョンとの連携事例

○ 地域の多様なメンバー（漁業、

加工業、商工、観光等）によっ

て地域の将来像とその実現の

ためのアクションプログラム

を検討、策定 

○ 地域ブランドの確立、地産地消

の推進、都市漁村交流など地域

の自主的取り組みを実践 

水産基盤整備 連携

漁港施設の効果的活用、整備効果の発現 

○ 安全安心な水産物を供給する

ための衛生管理型漁港整備 

○ 水産物の安定供給を行うため

の漁港の安全対策（防波堤など

の整備） など 

漁港を活用した地域マリンビジョンの 
実現 

相
乗
効
果 

地域マリンビジョン 



【国際競争力・観光戦略の強化】

国際観光を先導する北海道戦略（ドライブ観光戦略）

北海道においては、観光バスによる団体型観光からレンタカー利用による個人型ドライブ観光へと
移行しています。また、近年、「ビジットジャパンキャンペーン」の効果もあり、来道外国人観光客が増
加傾向にあります。今後、更に個人型化が進むと予想される外国人観光客に対して、レンタカー観光
の可能性及び課題を把握し、道路や情報提供をはじめとした外国人がドライブするための必要な環境
整備に取り組みます。

訪日外国人来道者数（実人数）

資料：北海道「北海道観光入込客数調査報告書」 新千歳空港における外国人レンタカー利用状況

新千歳空港レンタカー協議会調べ

北海道における外国人観光客の動向
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北海道国際物流戦略チーム

平成１８年７月、アジア地域で北海道産の農水産品がブランド化する中、北海道産品の
輸出促進とそれを支援する北海道の国際物流機能の高度化・効率化から国際競争力を強化
する施策を展開するため、地域の有識者、産業界、行政などが一体となった「北海道国際
物流戦略チーム」（本部長・南山道経連会長）を設置しました。

推進体制は、チーム本部及ぶ幹事会に加えて、北海道の特色を生かした輸出品を創出す
るための企画立案及び試行を検討する「輸出促進検討グループ」及び北海道と輸出国との
効率的な・効果的な輸送を検討する「輸送手段検討グループ」で構成されています。

平成１８年度には、戦略チームとして短期的かつ重点的に実施する施策を盛り込んだ平
成１８年度から２０年度までの３ヵ年を期間とする「北海道国際物流戦略チームアクショ
ンプラン」を策定するとともに、「北海道と韓国を結ぶ国際直行船の試験運航」及び「試
験運航にあわせた商談会」を実施しました。

事務局は、北海道経済連合会、（社）北海道商工会議所連合会、北海道、北海道開発局、
北海道運輸局で構成されています。

【国際競争力・観光戦略の強化】

北海道国際物流戦略チーム推進体制

【学】【官】【産】

【戦略チーム本部】
代表者による意思決定（アクションプラン策定）

輸出促進検討
グループ

北海道の特色を
生かした輸出品
を創出するため
の企画立案と試
行の検討

輸送手段検討
グループ

本部の補佐及び
本部・グループ
の調整 北海道と輸出国

との効率的･効果
的な輸送につい
て検討

幹事会

　事務局（北海道経済連合会、(社)北海道商工会議所連合会、
　　　　　北海道、北海道開発局、北海道運輸局）

北海道国際物流戦略チーム推進体制

【学】【官】【産】

【戦略チーム本部】
代表者による意思決定（アクションプラン策定）

輸出促進検討
グループ

北海道の特色を
生かした輸出品
を創出するため
の企画立案と試
行の検討

輸送手段検討
グループ

本部の補佐及び
本部・グループ
の調整 北海道と輸出国

との効率的･効果
的な輸送につい
て検討

幹事会

　事務局（北海道経済連合会、(社)北海道商工会議所連合会、
　　　　　北海道、北海道開発局、北海道運輸局）

北海道の経済活性化・豊かな暮らしの実現

【活動方針】

○世界をめざす北海道ブランドの創出
○輸出拡大のための北海道の海上・航空輸送の国際競争力を強化する輸送手段の確立

【めざす姿・目標】

①物流機能の高度化・効率化による道産品の輸出拡大

②北海道から輸出拡大を支える多様な輸送モードの構築

「北海道国際物流戦略チームアクションプラン」の概要

①道産品輸出拡大戦略

北海道ブランドの創出と発信

②国際海上輸送戦略

北海道と東アジアを直結するダイレクト航路

国際海上コンテナ輸送を補完する多様な輸送の体系
の実現

③国際航空輸送戦略

新千歳空港の機能強化を図るとともに、港湾との連
携による新たな物流戦略の展開

【戦略シナリオ】

【国際物流施策】（大項目のみ）

①北海道産品の輸出拡大

（東アジアでの道産品のマーケティング等）

②北海道産品情報の発信強化

③東アジアを始めとした国内外輸送ネットワーク機能
の強化

④国際物流に係る管理運営、作業手続きの効率化

⑤ロジスティック機能の強化

⑥国際ゲートウェイ機能を目指した新千歳空港の活用
チーム本部会合(平成19年3月2日)




